
制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（内国株券に係る制度信用銘柄の選定基準） （内国株券に係る制度信用銘柄の選定基準） 

第２条 （略） 

２～６ （略） 

７ 第１項の規定にかかわらず、株式会社東京証

券取引所が開設するプライム市場に上場された

銘柄又は上場優先出資証券口数が１０万口以上

である優先出資証券に対する上場後最初の選定

審査においては、株式会社東京証券取引所が開

設するプライム市場に上場された銘柄について

は、同項第４号から第９号までの各号、上場優

先出資証券口数が１０万口以上である優先出資

証券については、同項第１号及び第５号から第

９号までの各号に適合する場合に、これを制度

信用銘柄に選定するものとする。 

８・９ （略） 

第２条 （略） 

２～６ （略） 

７ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融

商品取引所に上場された株券で当該他の金融商

品取引所において上場と同時に市場第一部銘柄

に指定された銘柄又は上場優先出資証券口数が

１０万口以上である優先出資証券に対する上場

後最初の選定審査においては、国内の他の金融

商品取引所に上場された株券で当該他の金融商

品取引所において上場と同時に市場第一部銘柄

に指定された銘柄については、同項第４号から

第９号までの各号、上場優先出資証券口数が１

０万口以上である優先出資証券については、同

項第１号及び第５号から第９号までの各号に適

合する場合に、これを制度信用銘柄に選定する

ものとする。 

８・９ （略） 

（内国株券に係る貸借銘柄の選定基準） 

第３条 （略） 

２・３ （略） 

（内国株券に係る貸借銘柄の選定基準） 

第３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項の規定にかかわらず、株式会社東京証

券取引所が開設するプライム市場に上場された

地場銘柄又は上場優先出資証券口数が１０万口

以上である優先出資証券に対する上場後最初の

選定審査（第８項の規定の適用を受ける場合を

除く。）においては、株式会社東京証券取引所が

開設するプライム市場に上場された地場銘柄に

ついては、第１項第７号から第１２号までの各

号、上場優先出資証券口数が１０万口以上であ

る優先出資証券については、第１項第２号、第

３号ａ及び第７号から第１２号までの各号に適

合する場合に、これを貸借銘柄に選定するもの

４ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融 

商品取引所に上場された株券で当該他の金融商

品取引所において上場と同時に市場第一部銘柄

に指定された地場銘柄又は上場優先出資証券口

数が１０万口以上である優先出資証券に対する

上場後最初の選定審査（第８項の規定の適用を

受ける場合を除く。）においては、国内の他の金

融商品取引所に上場された株券で当該他の金融

商品取引所において上場と同時に市場第一部銘

柄に指定された地場銘柄については、第１項第

７号から第１２号までの各号、上場優先出資証

券口数が１０万口以上である優先出資証券につ
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とする。 いては、第１項第２号、第３号ａ及び第７号か

ら第１２号までの各号に適合する場合に、これ

を貸借銘柄に選定するものとする。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

８ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融

商品取引所に上場されている株券（以下「他市

場上場銘柄」という。）が地場銘柄である場合に

おける当該銘柄に対する上場後最初の選定審査

においては、次の各号に適合するときに、これ

を貸借銘柄に選定するものとする。 

（１） （略）

（２） 次のａから c までに掲げる銘柄の区分

に従い、当該ａから c までに定める規定に適

合する銘柄であるとき。 

ａ 株式会社東京証券取引所が開設するプラ

イム市場に上場された銘柄

b・c （略） 

（３） （略）

８ 第１項の規定にかかわらず、国内の他の金融

商品取引所に上場されている株券（以下「他市

場上場銘柄」という。）が地場銘柄である場合に

おける当該銘柄に対する上場後最初の選定審査

においては、次の各号に適合するときに、これ

を貸借銘柄に選定するものとする。 

（１） （略）

（２） 次のａから c までに掲げる銘柄の区分

に従い、当該ａから c までに定める規定に適

合する銘柄であるとき。 

ａ 国内の他の金融商品取引所に上場された

株券で当該他の金融商品取引所において上

場と同時に市場第一部銘柄に指定される又

は指定された銘柄 

b・c （略） 

（３） （略）

９・１０ （略） ９・１０ （略） 

付  則 

 この改正規定は、令和４年４月４日から施行す

る。 
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